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科学者をとりまく状況

はじめに、現在の科学者をとりまく状況について、中西準子さんの論説(「中

兜公論」 2006年6月号)を紹介しよう。

日本の科学者ネ且織である日本学術会議の活動目標は、「政策決定者への専門

的かつ信頼性のある見解を提示し助言する」ことや、社会の二ーズを把握し、

正確な科学的知見、科学者としての良識に基づいた示唆を提「北する」ことと

なっている。また内閣府におかれている総合科学技術会議は、日本の科学行

政の方向づけをしているが、「科学技術に関する基本政策(第三期基本計画)」

において「研究開発の成果を国民に還元する努力を強化することや「科学

技術政策やその成果を分かりやすく説明する説明責任を強化することなど

を理念としてうたっている。これらの機関が示す科学の進むべき道にっいて

中西さんは、科学と社会の関係を解決することが今という時代の大きな課題

となっていると指摘する。

一方で、中西さんは日本のBSE問題を取り上げ、政策提言を行う活動の難

しさについてもふれている。2003年の秋、米国でBES牛が発見され、米国産

牛肉の輸入禁止措置がとられた。2005年12月になって食品安全委員会プリ

オン専門調査会は、米国産牛肉のりスク評価に関する結論を出した。その結
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論は「米国・カナダ産牛肉と国産牛肉のりスクにっいて科学的に同等性を諏

価することは困難」であるが、米国政府が提案している安全措置である「輪

出プログラムが遵守されたと仮定した場合、米国・カナダ産牛肉等と国内産

牛肉等のりスクの差は非常に小さい」というものであった。要するに、米国
政府の提示する安全策が安全を保証するものであればりスクは小さいと言っ

ているのだ。しかし、米国政府が提示する案の信頼性を評価しないことには、
この結論は無意味ではないだろうか。

プリオン専門調査会の結論をふり返って中西さんは、政策提言が従来の意

味での科学的結論であるならば、どれほど意欲的になろうとも大きな貢献は

できないだろうと指摘する。そして、今求められているのは不確実陛の高い

事象を科学的に扱い、多くの人が納得できるような一定の結論を導き出す政

策提言だと言う。そのためには、異なる立場の意見や不確実陛の多い事柄を

共通の基盤で議論できるような仕組みが必要だと強調する。こうした指摘は、

科学に大きな期待が寄せられている現状とともに、そのような期待に十分に

応えきれない科学者の姿を端的に物語っている。

以上のような科学を取りまく状況をふまえて、遺伝子組換え(GM)作物に

ついて4つの話題を提f北する。

1.GM作物の開発・普及の現状を概観し、GM作物の開放系研究を行う際には

生態系に影響を及ぼす可能性があることを示す。

2.GM作物の生態りスク評価として、イネの花粉飛散と交雑にっいての研究

を紹介するとともに、交雑の「ある/なし」にこだわる行政の姿勢を指

摘する。

3.GM作物に対する政府や学会、市民の取り組みを概観するとともに合意

形成を促進するための新しい仕組みを検言寸する。

4.まとめにかえて、「共存」のための課題を整理する(法的制度等を含む)。
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2. 遺伝子組換え技術にっいて

2.1

,

遺伝子組換えとは、有用な遺伝子を取りだして別の生物に導入することで、
従来の育種技術と比べて、他の有用な性質を変えることなく、目的とする陛
質を付加できるという特徴がある。また、育種期間の短縮や(実際には叩種
が安定するまで一定の期間は必要)、人工交配できない生物の遉伝子を写入す
ることができるなどの特徴もある。これらの特徴から、世界的な食糧問題を
解決する切り札として、また産業界からは、新しい医薬品や工業原料の開発'
生産などの面で期待が高まっている。一方、現在の日本の辰業は65歳以上の

高齢者により担われてぃるため、生産者の高齢化や省力化対策としても期待
されている。

遺伝子組換えとは?
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【図表1】GM作物の栽培面積の推移
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GM作物は6作目(ダイズ、ジャガイモ、ナタネ、トウモロコシ、ワタ、テン

サイ)61品種にのぼるが、その多くは海外で開発されたものである。

国内におけるGM作物の商業栽培は行われていないが、原料としてのGM作

物は輸入されており、植物油、醤油、フライドポテト、アルコール飲料、食

品添加物、家畜用飼料などに利用されている。例えば、日本は豆類の国内自

給率が5%程度であるため、消費される豆類の多くを輸入ダイズに依存して

いる。すこし古いデータではあるが、1998年時点で506万tのダイズが輸入

されており、そのうち米国産が 389 万t (75%)を占めている。米国で生産

されるダイズのおよそ半分 a鮖万t)はGMダイズなので、輸入ダイズの約

40%がGMダイズということになる。

2.2

遺伝子組換え技術は最近になって食品開発に利用されはじめたために、GM

作物の安全陛を明示することや予期せぬ事態の予測とその定量化が難しい。

そのため、しばしぱGM作物のりスクが声高に指摘されることがある。現在ま

でに指摘されたりスクには以下のようなものがあるが、今のところ重大な健

康被害や環境に対する影響は報告されていない。

釧作物のりスク

GM微生物を利用して生産したトリプトファンによる健康被害

GMジャガイモの生体への有害性

Btタンパク質のオオカバマダラ幼虫への影響

飼料用GMトウモロコシの食用トウモロコシへの混入

メキシコの野生トウモロコシから組換え遺伝子が検出

人類が GM 作物を利用するようになってあまり多くの時間が経過していな

いために、その利用に際しては慎重な対応が求められる。そこで、GM作物の

開発や禾1」用にあたっての国際的なルールとしてカルタヘナ議定書が定められ

た。日本の場合は、カルタヘナ議定書に対応する国内担保法としてカルタヘ

ナ法(「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する

法律D がある。具体的には、野生動植物や微生物の種や個体群の維持に支障
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を及ぼすおそれを防止する施策で、農林水産省、文部科学名'、環境省、厚生
労働省、経済産業省の5省が合同で策定した。

この法律の屋台骨となっているのは生物多様陛影響評価である。これはGM

作物の屋外栽培の結果に基づき、野生動植物や微生物の種や個体群の維持に
悪影響がないかどうかを判断するものである。具体的には、①生態糸への侵
入、②近縁野生種との交雑、③有害物質の産生の3点が検討される。

第4章遺伝子組換え作物の利用における合意形成 7フ

【図表2】生物多様性影響評価
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周辺野生植物

組換え生物

①生態系への侵入

GM作物が自然環境中に逃げだし、それらが競争的に優位に立たないか

②近縁野生種との交雑

GM作物が近縁野生種と交配し、雑種後代による置き換わりがないか

③有害物質の産生

GM作物が地中に有害物質を産生し、周辺野生生物を減少・消失させないか

近縁野生種

周辺野生生物

交雑したものへの置き換わり

これら3点のうち、①と③は比較的短期間にデータを蓄積することができ

るが、②は長期的.広域的な調査を行わないと全体像を把握することが難し

周辺野生生物の減少・消失
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いと考えられている。

3. GM作物実験をめぐる現状

3.1

GM 作物の研究開発に際しては、【図表3】のような2つの段階を経て実験

が進められる。まず実験室や閉鎖系温室、特定網室において導入遺伝子の発

現などが検討される。開発中のGM作物に、その元となる品種と比較して変化

した特性がないと判定されると、隔雜圃場における実験へと進む。さらにー

般圃場における実験により、生物多様性に対する影響などが評価される。

【図表3】第一種使用と第二種使用

GM作物の実験手順

ー・^・艶
第2種使用

除躍使同

隔離圃場

一般圃場
・商業測音

◎研究所内の

圃昜

閉鎖系温室

GM作物を屋外で栽培する第一種使用に関して、農林水産省は同省が所管す

る研究機関に対して「第一種使用規定承認組換え作物栽培実験指針」を策定

し遵守を求めている。その目的は、必ずしも遺伝子組換え技術が社会的に受

容されていないわが国において、GM作物と非GM作物の交雑やその生産.流

通上の混入を避け、栽培実験を安全かっ円滑に進めることである。

^
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第一種使用規定承認作物には、隔籬圃場の場合は5作目24品種(ワタ、ト
ウモロコシ、イネ、ベントグラス、テンサイ)と開発中のGM作物、ー"又圃場ザ
の場合は5作目 17品種(カーネーション、トゥモロコシ、ダイズ)と観員用、

海外で食品や飼料としての安全性が承認されたものが含まれる。開発中のGM
作物は食品及び飼料としての安全性が未承認であるものの、生物多様陛評価
等の目的で一般圃場において栽培する必要がある。そのため、GM作物と交雑
した個体が生産.流通の過程で混入するのではないかという懸念が生じる0

こうした懸念に対処するために、GM作物の栽培実験を行う場合には、それ

らが周辺の非 GM 作物と交雑しないと考えられる隔雌距雜を確保することが

求められる。イネ(20m)、ダイズ(10m)、トゥモロコシ(60om)、ナタネ(60om)
の4品種にっいて、それぞれの隔籬距籬が定められている。イネとダイズは

自家受粉により種子生産をおこなうため、それほど長い隔離距雜を必要とは
しないが、トゥモロコシは風により花粉が散布され、ナタネは虫が花粉を運
ぶことから、非常に長い隔離距籬が設定されている。
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3.2

農林水産省が所管する研究所では、圃場の一部でGM作物の展示栽培を行っ
てぃるが、こうした小規模な栽培に対してもGM作物に反対する人たちは敏感

に反応する。最近になって、新潟県上越市でディフェンシン遉伝子を組み込

GM作物をめぐる裁判

這伝子組戦糎艮洗親鶴N誠'
導建

亀

んだイネの開発中止を求め

る裁判が起こされた。原告

側は学問研究の自由は認め

つっも、GM作物による事故

が発生した場合には生存権

が脅かされるため、GM汚染

のない農業生産を通した安

全・安心な食生活を求める

と主張している。

この裁判の背景には、1)

^

写真提供:田部井豊(農生研)

禽
.禽
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事故が起こった際の事態を予測することが難しいこと、 2)現状への回復が

困難であること、という先端科学技術に共通する問題点が横たわってぃる。

具体的な争点としては、GMイネと一般イネが交雑する危険性、ディフェンシ
ン耐性菌の出現とその影響が争われてぃる。

裁判の結果、GMイネの栽培に手続き上の違法性はなく、自然交雑の可育.性
は極めて低く、ディフェンシン而村生菌の増殖による損害を,忍められないこと

から、原告の仮処分命令申立ては棄却された。一方で、GM作物の安全性は科
学的に立証されているとは言えず、消費者による抵抗感がいっそう強まって
いる状況があるため、GMイネの開発計画の内容や問題点等を正確で八かりや

すく説明し、人々の理角早を得る努力をする必要があると指摘してぃる。現在、
このケースは最高裁判所に上告中である。

すでに述べたように、GM作物の開発に際しては生物多様性影響を評価する

必要がある。しかし、生物多様陛影粋評価を行うためには裁判の争点となる

ようなりスクがともなう。現状では裁判で求められるデータが十八に揃って

いるとはいえない。数理モデノレを用いたシミュレーションにより、花粉飛散

との交雑や雑種後代の動態を検言寸することも可能であるが、それらの結果を

定量的に評価し、予測の精度を向上させるためにはやはり実証試験が不可欠

である0 このような不確実性を伴った問題を解決するためには、本章の最後
にふれる「11貭応的管理手法」の導入を検討する必要があるだろう。

3.3

農林水産省では、GM作物にっいてコンセンサス会議を開催し、市民から"
示された問題点を解決するための研究を実施してぃる。そのような研究の1

つが「花粉飛散と交雑に関する調査」である。

本来であれば、除草剤耐性イネのようなGMイネを圃場で育成し、その近く
で栽培する通常のイネとの交雑の実態を調査する必要があるが、現在の世,△

を鑑みると、GM作物を大規模に栽培することは非現実的である。そこで、ウ
ルチ米やモチ米のようなイネの品種特性を活用して模擬的に花粉飛散や六唯
率を角早析することが試みられている。モチ性の種子親株の柱頭にウルチ性の

花粉飛散と交雑に関する調査

kawanoak
長方形



花粉がかかると、ウルチ性のお米が得られる。このような特性から、ウルチ

性の花粉の動きをGMイネの花粉の動きに見立て、その移動を追跡するのであ

る。

イネの自然交雑にっいては既往の研究成果があり、交雑の大部分は花粉親

に隣接する数mの範囲で発生することが明らかにされている。商業栽培用の

原種種子を高純度で維持するための隔離距籬も30mf呈度である。したがって、

栽培実験指針で決められている20mの範囲を超える交雑は非常に少ないと考

えられる。

こうした花粉飛散と交雑研究をするにあたっては、生態モデルの利用は非

常に有効である。数式により異なる要素のデータを結びつけることで、交雑

の「ある/なし」に注目するのではなく、その背景となる要因を総合的に理

解することができる。また、実験条件が異なる研究成果を比較することや例

外的なデータ(外れ値)の意味をみきわめることもできる。現在、われわれ

が開発してぃるモデルでは、圃場の形(花粉強度の違い)、開花の推移(開花

期の違い)、開花期間中の気象要因の変動などを考慮している。このようなモ

デルを活用すると、たとえば過去10年間の気象条件の変動を加味して、交雑

率の変動幅を把握することもできる。

第4章遺伝子組換え作物の利用における合意形成幻

3.4

農林水産省は生産者や消費者に混乱を与えないようにという趣旨で、2004

年2月、第1種使用規程承認組換え作物栽培実験指針を策定し、イネの隔離

距籬を20mとした。ところが2004年秋、同省による研究プロジェクトのなか

で25.5m地点において交雑種子が観察された。そのため急邇2005年4月に、

暫定的に隔賊距離を26m以上とする方針が示された。その後、2005年の調査

では26mを超える地点での交雑種子は観察されなかったが、2005年12月、

イネの隔賊距離は30mに見直された。このような隔雜距雜の決め方は、はた

して科学的な根拠に基づく判断と言えるのだろうか?

リスクとは「生命の安全や健康、資産や環境に、危険や生涯など望ましく

ない事象を発生させる確率、ないし期待損失」として定義される。そこで、

「ある/なし」による判断からりスク評価へ
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交雑の有無による判断ではなく、交雑が生じる確率(りスク)に基づく評価

が重要と考え、先に述べた生態モデルを活用した研究を展開している。しか

し、行政的には「交雑が発生するりスクに基づく判断は行わない」という立

場がとられている。シミュレーションの結果では、交雑率がゼロに収束する

ことがないため、その点をGM作物の栽培に反対するグループに指摘されるこ

とを懸念しているからだ。

隔雛距雜と交雑率の関係を模式的にあらわしたのが【図表4】である。花

粉源からの距雜が遠くなるにつれて、交雑率は指数関数的に低下していく。

しかし年変動などの要因も含めて考えれぱ、交雑率がゼロになる距雜をみき

わめることは非常に難しい。むしろ許容できる交雑率を決め、その変動幅を

加味した上で、隔離距跳を決めることの方が妥当ではないだろうか。

【図表4】隔離距離と交雑率

許容交雑率

、、

〆
空中花粉の飛散

科学的・経済的・社会的隔離距離の決定

ウルチ・モチ系

実質的花粉飛散距雌

ここで隣り合ったイネの株間で生じる交雑率 0.1%の実態にっいて考えて

みよう。 1株のイネには約600粒の種子が実るので、1粒の交雑種子がある

かないかということになる。お茶碗1杯には約2,400粒のお米が入るので、

2~3粒の交雑種子が含まれることになる。しかし、数m馳れた株間の交雑

A
潜在的花粉飛散距陛

(りファレンス)

距酢(肺)

交
雑
率
嘗
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率、例えぱ 0.01%の交雑を実感することは難しい。低頻度で発生する父雑の

意味で理"¥することは、意外に難しいことである。また、イ氏頻度で発生する
出来事に対する受け止め方も個人によって異なる。隔雜距雛を策定する際の

難しさは、このような人間の認知特陛に起因する部分もある。

4.
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社会的合意形成へ

4.1

ここからは行政や市民の動きを紹介しながら、社会的合意形成の可能性に

ついて検討しよう。

2005年3月2日、日本植物生理学会は政府部戦略会議に対して「遺伝子

組換え植物の社会における適切な受容を進める体制を求む提言」を提出した。

この提言では、「政府は、内閣府のりーダーシップのもと、関連各省庁や自治

体関係者等の調整を図り、遺伝子組換え植物の研究に対する過度な規制を防

ぐとともに、遺伝子組換え作物や食品に関する科学的根拠に基づいた知識を

社会に向けて積極的に情報発信するための体制」を整備すること求めており、

端的に言えば、遺伝子組換え研究に対する社会の受容性が高まるような体制

づくりを政府に要望したものである。

ここで、なぜ研究者が「過度な規制」と感じるのか、その背景を考えてみ

よう。【図表5】にGM作物の研究開発を取りまく現状を身勺してみた。研究

者は国からの予算を基に研究開発を行うが、それに対して国は研究の推進を

指示する立場にある。一方、消費者に対してはGM作物の普及・啓蒙活動をす

るものの、それはあまり功を奏してはいない。また、生産者に対しては慎重

な対応を求めている。

消費者のなかにも、GM作物に対して肯定から否定までさまざまな意見があ

る。しかし、表面的に目にっくのは反対派の言動である。国としてはこれら

の言動にも配慮しなければならないため、実験栽培指針のような規制をかけ

る。研究者にとっては、このような規制は研究を進める上でのハードルが高

くなることを意味するので、研究の推進に必要以上のエネルギーを投下しな

合意形成の可能性
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けれぱならないと感じる。生産者は価格的に輸入作物と競争できないので、
もしGM作物が市場で受け入れられるのであれぱ作ってもいいと考える。しか

し消費者の受け入れが見込めない限り、そのような行動には慎重にならざる
を1昇なし、。

【図表5】GM作物をめぐる国・研究者・生産者・消費者の意識

睡ず

研究者困規
る制啓

・密建え作物の41鼎ぱ美疹■、

外で作るな

4.2

開発の推進
(アクセル)

先に、政府が行う消費者に対する普及・啓蒙活動が功を奏してぃないと指

摘した。たとえば農業生物資源研究所が作成した、『食と農の未来を提案する

バイオテクノロジー』をみると、社会的認識を高める活動として、サイェン

ス・コミュニケーシヨンに関する手法開発、パンフレットの作成、ホームペ

ージの充実、地方紙や市報への情報捌共、栽培試験に関する説明会、田植え

等の見学会、メディアとの懇談会など、さまざまな取り組みが紹介されてぃ

る。これらはサイエンス・白ミュニケーションとして非常に重要なものであ

る。しかし、内容的には科学的に「正しい」ことの解説ばかりで、先端技術

にはりスク評価が必要であるという指摘はあるものの、GM作物のりスク評価

についての解説がみられない。このような説明から、GMイネを食べたくない

という人の価値判断を変えることができるのだろうか?

政府広報の限界と問題点

危

な

^

国や自治体

長,ゲカばよいノ

窮入作物ι競多できない
消窒寺の圖ゲ入九オ伽起

慎重な対応
(ブレーキ)

づ
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政府の普及・啓蒙活動でうまくいっていないと思われるもう1つの事伊肋§、

GMナタネの生育調査である。冒頭に述べたように、日本はGMナタネやダイ

ズを大量に輸入している。それらの種子は運搬、加工等の過程でこぼれ落ち、

自然環境中に生育していることが確認されている。農林水産省は、GMナタネ

を輸入する業者にモニタリングを強化するように指導する一方で、国立環境

研究所による「遺伝子組換え生物による影響監視調査」が行われている。 、^

れに対して、遺伝子組換え食品に反対するグループも独自に「GMナタネ全国

自生調査」を行っており、同じ手法を用いた調査が並行して行われている。

国側は問題の「収束」を証明するための研究を行い、反対派のグループは逆

に「烈ヒ」を検証するための活動を行っている。GMナタネの問題を解明する

ためには裾野の広い調査が必要であるが、両者に歩み寄りの姿勢はみられな

し、

わたしは社会教育の一環として行われるタンポポ調査に参加したことがあ

る。この調査は、指標植物を用いた環境モニタリング調査である。環境省は

「身近な生きもの調査」を実施しているが、各地の博物館に集うアマチュア

の研究者や学校等による調査も活発に行われている(例えば「タンポポ調査

近畿 2006」など)。タンポポ調査の場合は、研究者と市民が協働して楽しみ

ながら調査を行い、身近な自然を体験的に理角¥するという効果が上がってい

る。GMナタネの調査活動も、多様な参画者が協働する取り組みへと脱皮する

ことはできないのだろうか。
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4.3

日本植物学会は、2005年9月21日に富山で、「遺伝子組換え植物の開放系

研究と開放系利用^科学者は合意形成に向けてどう対処すべきか?」とい

うシンポジウムを開催した。このシンポジウムは、研究者が消費者や生産者

と対話するための知識を整理することを目的として企画されたものである。

先にも述べたように政府の広報パンフレットには、科学的に正しいことが

書かれてぃるが、望ましくない事象が発生する可能性については言及されて

いない。「GMダイズは人体にとって有害か?」という科学的命題に対しては、

科学的命題と価値的命題の峻別
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成分の検査や動物実験による検証が可能であり、その結果についての記述が

たくさんある。開発・推進側の考え方は、GM作物は科学的に有害でないこと

力涛正明されているので食べてもよいというものである。しかし、科学的に正

しいから良いという主張は成り立つのだろうか?

基本的に、「GM ダイズは人体にとって有害か?」というような科学的命題

と「GMダイズを栽培するか?食べるか?」といった価値的命題は分けて考

える必要がある。つまり、GMダイズが人体にとって有害でないからといって、

栽培してよいとは言えないのである。科学的命題と価値的命題の2つを峻別

して議論しない限り、GM作物の社会的合意形成を図ることは困難である。

さらに、りスクという考え方が欠落していることも問題である。GM作物の

開発・普及を含めて、地球温暖化、BSE、種の絶滅、アスベストなど、いずれ

も十分な証拠を得る前に判断しなければならないという状況がある。しかも

命と環境の問題は不可逆的であるため、すべてがわかってから対応してぃて

は手遅れになる。そこで、どんな危険がどれくらいの確率で起きるかを検討

する。行政は危険なことが起きるか起きないかという二分法で判断しがちだ

が、りスクの特性として予測が正しくても必ず予測どおりになるとは限らな

いことや、低りスクの事象も繰り返しにより累積りスクは高まることなど、

リスクという考え方を広めていくことの方が重要ではないだろうか。

4.4

日本ではGM作物は商業生産されていないし、ビく小規模な圃場で実験栽培

が行われるだけであるが、GM作物に対する関心は高い。BSEと同様に、食べ

物は健康に直結することなので、GM作物に対しても関心仂§高いのだろう。し

かし、このようなりスクに対する受け止め方には、心理的なバイアスがある

ことに注意する必要がある。

ツベノレスキー(Twersky)と力ーネマン(Kahneman)の実験(1981, sdence)

によると、人間が感じるりスクは、存者数で表現されるか、死亡者数で表現

されるかによって異なるという。たとえぱ、以下の2つの設問は同じ内容で

あるにもかかわらず、回答者の受け止め方は大きく異なる。

リスクに対する心理的傾向

kawanoak
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<設問1>

A計画を採用すれば、600人のうち三四2堕塑堕沍。 B計画を採用すれ

ば、全=カ

→被験者の72%がA計画を支持

<設問2>

A計画を採用すれば、600人のうち400人が死Nユ。B計画を採用すれぱ、

死者ゼロの可能性がV3、誰も助からない確率が2/3ある。

→被験者の78%がB計画を支持
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かる可能性がV3、誰も助からない確率が2/3ある。

つまり、「確実に400 人が死ぬりスク」の方が、「600人全員が死亡する確

率が2/3であるりスク」よりも受け入れ難いという心理があるのだ。

4.5

ここまで述べたことを踏まえて、社会的合意の形成に向けて科学者が果た

すべき役割を考えてみると、第一に、「科学的命題」と「イ耐直的命題」を峻"1」

し、科学的に正しいから良いという考え方から脱却することが重要である。

第二に、りスクを定量的にi平f西することの重要性を深める活動を通して、研

究者.生産者・消費者の合意形成を促進することが重要である。第三に、総

合的研究戦略(シミュレーション・実験栽培・モニタリングを含む)を立案

し、仮説(モデノレ)の選択にっいて消費者や生産者との合意形成を支援する

役割が考えられる。先端的科学技術の研究開発においては、不測の事態が生

じることも想定される。そうした事態に対応するためには11圓志的な管理手法

によって事態の副ヒを防ぎ、少しずっ知見を蓄積してゆくことが研究者のと

るべき態度ある。

また、研究者を支える政府が果たす役害牝しては、国産のGM作物の開発を

推進する必要がある。現在は海外の企業が開発したGM作物を用いて様々な開

放系研究が行われているが、消費者からはその素性に対して批判的な意見が

でてぃる。また、企業が公開する清報には企業秘癌の壁があり、特許をとっ

た遺伝子の詳細は分からない。このように素性のわからないものを使って開

科学者の果たす役割
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放系研究を行っているところに1つの問題がある。国産のGM作物があれば、

素陛がはっきりしているので効率的に研究を進めることができる。その意昧

で、政府が果たす役割として国産のGM作物の開発がある。

5. GM作物研究推進のための課題

世界的にみても、GM作物の研究開発、推進、普及をめぐってはさまざまな

意見がある。その利用をめぐる社会的合意を形成するためには時間が彪要で

ある。2004年6月、立場の違いを乗り越えてGM作物と非GM作物が共存する

ための法律がデンマークで成立した。その概要は以下のとおりである。

栽培には政府からライセンスが必要

栽培方法・隔既距雜に関する教育の徹底

栽培に際しては、周辺農家や担当機関に事前通知

混入等による経済的損失に対する補償基金

出資は政府+GM生産者十開発企業

GM生産者は約 1800円/ha/年を出資

約9万円以上の損害に対して補償を発動

保;政寸象はトウモロコシで30om以内、その他条件あり

^

デンマークでは長い時間をかけたコンセンサス会議を経て、上のような共

存のルールを確立した。わが国においても、デンマークの事例を参考に、独

自のGM作物の栽培に関するルールを模索することは無駄ではないだろう。

最後に、GM作物を位置づけるための日本の農業や食生活の現状を概観して

本章を締めくくろう。

1.日本の農業における最大のりスクは食料自給率で、カロリーベースで

40%、重量ベースで28%の自給率しかない。これは先進諸国で最低の水

準である。輸入された飼料は家畜の糞尿となり国士の富栄養化をまねき

環境汚染につながる。また農家の高齢化も著しく、すでに農業人口の

邪%が鉐歳以上で、10年後にはさらに高齢化が深刻になる。こういう
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状況を踏まえて、GM作物の開発・利用について総合的に考える必要があ

る。

食べ物を海外に依存するということは輸送費や保管費を上昇させ、それ

らはコストに上乗せされる。これからは生産・消費の地域内循環仕也産

地消)を考えていかなけれぱならないだろう。たとえぱダイズの国内生

産を向上させるために、GMダイズを導入すると、高齢化した農家でも栽

培が可能になるかもしれない。

私たちの食糧は、人間の長い経験知の中で選び抜かれてきたものである。

その中には、日常生活に支障がないかぎり、多か加少なかれ毒性のある

ものも含まれている。いまGM作物には医薬品並みの綿密な検査が適用さ

れ、そのハンドリングもきわめて厳密なものである。今後その取り扱い

をめぐってどのような体制が望ましいのか、食生活の原点に立ち返って

検言すする必要がある。

2

3

《質疑応答》

●許容交雑率についての社会的合意は可能か?

食料の安全保障という観点から、GM 作物についてはモンサントな

ど米国系の会社のものを買わざるをえない現状がある。それ自体、

科学者だけでは解決できない問題だと思うが、どのような連携が

あり得るだろうか。

現状では外国産のGM作物に依存している部分がある。消費者運動

をしている人の中には、外国系のものを買わざるを得ないのは問

題で、だからGM作物はいけないという言い方をする人もいる。農

業経済の分野で、このような問題を研究している人がいると思う。

推進派にとってのGM作物のメリッ Nよ何か?

企業の研究開発は特許をとって市場を拡大し、大きな利潤を得る

芝池

芝池
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ことが目的だ。国の研究所は科学的に新たな現象を明らかにし、

基礎研究に貢献することが基本的なスタンスだ。農家は農薬のよ

うに害がなく、売れるものであれば作りたいと考えている人もい

る。

基礎研究に貢献しうると考える根拠は?

特許の取得と食糧問題をセットに考えている。ただし、食糧問題

を解決するための選択肢はGM作物以外にもあるので、もうすとし

広い視野で検言オ司、る必要がある。

よく言われるのは、従来型の品種改良が頭打ちになっているとか、

最近は食料の増産が人口増加に追いついていかない、塩害などで

耕地面積が減少しているなどで、その最後の切り札がGM作物であ

るという論調ではないか?農水省はその流れに乗っている。

塩害や乾燥地などの荒地にGM作物を植えると、物質循環的に荒地

化をさらに副ヒさせるおそれがある。

許容しうる交雑率については、どの程度にするかの社会的合意が

必要だろう。また交雑が起こったらどうなるのか、免険があるの

か、ないのかなどをもっとオープンに議論しなければならないだ

ろう。

許容交雑率の判断は難しい。食品としての安全性の問題もあるが、

隔籬距離を大きくとると、隔離距賊の内側に位置する圃場では同

種作物を栽培できなくなり、収益構造も変わるだろう。コストと

ベネフィットも勘案する必要がある。

コストなどの問題ではなく、科学的判断としての合意が得られる

許容交雑率の基準が存在するのか?

それはあるだろう。種籾の純度といっても、100%のネ屯度を保障す

るものではない。その意味では、許容交雑率を0%に設定する彪、要

はないと思う 0

交雑率が何%だと、次の世代が生まれなくなるという基準ではど

うか。

交雑不可育計生という基準もあるだろう。

芝池

長谷川

芝池

芝池

芝池

芝池
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●闘値を明確化できない問題の合意は困難

閖値を明確に決められないものについては、コンセンサスを得る

ことが非常に難しい。同じ交雑でも、近縁種間と類縁関係の遠い

種間では意味が違ってくる。ここまでの近縁種であれば交雑率は

どの程度で、それは自然界でも起こりうるという評価手法はある

だろう。だから本当に説明するなら、それぞれの生テータを用い

た種ごとの議論になる。そうでないと混乱を生むだけで、ゼロリ

スクという発想になる。

最近は、たとえばイネの遺伝子を組換える場合、種内の自然変異

に資源を求めて、ある薬剤に対する抵抗性を示す遺伝子を導入す

るアプローチが採用されている。種内の変異を利用するという点

からは、交雑育種に戻っているような感じだ。

長谷川一時のように、たとえぱ魚の遺伝子をイチゴに入れるなどのアプ

ローチは廃れる方向にあるのか?

開発者も消費者の動向を観察していて、消費者に受け入れられや芝池

すぃ方法を採用している。そうすると利用できるレパートリーが

種内に限定されるので、遺伝子組換え本来の力は発揮できない。

ふっうの人が心配しているのは、変な遺伝子が入って自然ではな

いという感覚だ。だから、いくら害がないと言われても説得力が

ない。

芝池その懸念はこれからも残ると思う。1つの遺伝子を入れるといっ

ても、今の技術では、いくっかの場所に入ってしまう。複数入る

と、どのような遺伝子間の交互作用が出るか把握しきれない。そ

うすると、何がおこるか分からないという不安に対して、明確な

答えができない。

それは、原子力によく似ている。エネルギー自立という否疋でき

ない理由を前面に出す説得の仕方も同じだ。原子力の場合の失敗

は、絶対安全といい続けてきたことだ。原子力は国策として決定
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されていたので、推進を絶対条件にPRしてきた。しかしそれでは

国民の合意は得られなくなっている。遺伝子組換えで同じことを

やろうとしているのはおかしい。また同じ失敗を繰り返すかもし

れない。コミュニケーションは大事だが、消費者の意見を研究に

反映させるメカニズムが彪、要だ。

その解決法の1つがコンセンサス会議だが、行政、市民、研究者芝池

の3つがつながっていないのでフィードバックの回路がない。

それには、研究者がコンセンサス会議に参加して、実行可能な方

法を提案し、納得してもらえなけれぱやめるというくらいの覚悟

が必要だろう。

芝池 コンセンサス会議には研究者も参加しているが、数年前までは、

徹底的に正しさを主張する立場の研究者ぱかりで、幅広い視点か

ら考える姿勢が欠けていた。研究者のなかにもいろいろなタイプ

があって、すべての研究者が伺じように社会と対話することはで

きない。しかし全体的にはもっと社会と関わり、説明してぃく必

要があると思う。

国が介在するとねじれ現象が起こるので、消費者がGM作物は不要

と思えば、多少高いコストをかけても自分たちで生産者に働きか

ける仕組みがあってもよいのではないか。

生協などは、自分たちでお金を出して、生産者と契約することで芝池

安全な食べ物を確保する仕組みを作っている。行政的には、その

ような仕組みは口ーカルには循環するが、国のスケールでは回ら

ないと考えている。国のスケールでの循環を考えた場合に、GM 作

物を使った農業もあるのではないかという発想だ。

●「順応的管理手法」の展望

「順応的管理手法」はうまい表現でもっと普及させる必、要がある

と思うが、中身、特に研究の条件づけについては、もっと市民と

対話しながら合意が得られる内容までつめてほしい。

'
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芝池 反対派でも、研究を全面的に否定する人は少ない。研究は必、要だ

が、普及させる場合にはきちんと管理してほしいという考え方だ。

順応的管理にっいては、たとえば米国のダムをこわす放水実験で

も、場所、影響などについてきっちりとしたシナリオをつくって

から総合的に研究を進めている。大きなデザインを作った上で、

最悪な場合にっいても、どう対応するかのシナリオが作られてい

る。日本でも研究者は総合的な研究プランが必、要だと考えている

が、それを実現する予算がない。

お金の使い方の仕組みがそうなっていない。自然再生事業の場合、

確定的なことは分からないので、予測シナリオをたてる。それに

基づいた暫定的研究をした上で効果をチェックし、必要に応じて

初期目標を変えて流動的に予算を使う。国立系の研究では、そう

いう仕組みで予算を運用することができない。

GM ナタネの生育が鹿島港周辺で確認された。周辺でも反対派が多

いが、けっしておかしな人たちではなく、いろいろな立場の人が

いる。霞ケ浦の護岸から広がるのではないかという懸念から調査

しようとし、いろいろなところに働きかけもしている。たとえは

どの程度交雑するかなどにっいて、研究所外の反対派と一緒に研

究をすることはあるのか?

そのような研究を提案したことがある。GM 作物については本当に

作ってみないと分からないが、交雑にっいては田んぽで共同実験

することは可能だと思う。収穫したお米を籾摺りして交雑を確認

し、それをみんなで食べることもできる。説明して理解を求める

やり方には限界があると思う。ビオトープと伺様、やはり体験が

大切だ。体験を通じて理解を深めていく必要がある。それは自然

再生事業の発想とも近いと思う。つくば市には農水省の研究所が

たくさんあるので、協働実験の候補地としては最適だと居、うのだ

が 0

GM 作物にっいてなんとなくうさんくささを感じるのは、食糧危機

とGM作物を直結させているからだ。日本にこれだけ休耕田がある
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芝池

のに、釧作物以外の方法はないのか? GM作物の本当のメリット

が分からない。またデメリツトとのトレードオフも分からない。

日本は飽食社会だから、その食生活や農業のあり方をよく考える

必要がある。できるだけ広い視野でGM作物を位置づけて考えてぃ

かなければならない。政府や開発側も考えてはいるのだろうが、

GM 作物の扱い方が短絡的だ。通常の育種の場合、品種の育成には

約10年かかる。だから、10年後の社会を想定しなければならない。

GM 作物の場合、それが実用化された社会についての深い考察と目

標があるかどうか 0

他の政策の場合は、ある程度長期展望が見えるのだが、GM 作物に

ついては長期展望のキーパーソンが見えない。

そこまで深く考えている人はいないかもしれない。芝池

kawanoak
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